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研究成果の概要（和文）：オーストラリアにおける成年後見制度や障害福祉サービスの改革を踏まえた成年後見
制度ならびに意思決定支援の在り方について、ニューサウスウェールズ州とヴィクトリア州の動向を中心に調査
した。またリスク・イネイブルメント（日本訳「リスクの捉え直し」）について国内での研修プログラムを開発
実施した。
結果、NDIS（オーストラリアにおける障害福祉サービス提供の制度）におけるノミニー（代行決定ではない本人
意思反映を行う者）などの意義や、リスクの捉え直し研修の適用可能性などを成果として得た。

研究成果の概要（英文）：The authors investigated the adult guardianship system and supported 
decision-making system in Australia, focusing on New South Wales and Victoria trends in light of the
 reform of the adult guardianship system and disability welfare services. A training programme on 
risk enablement was also developed and implemented in Japan.
As a result, several significant reforms were identified in Victorian guardianship law, and 
legislative changes to decision support were also being considered in New South Wales. The 
significance of nominees in the NDIS (the National Disability Insurance Scheme) and the 
applicability of risk enablement training were also identified as outcomes.

研究分野： 社会福祉学
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研究成果の学術的意義や社会的意義
オーストラリア（豪州）は国連・障害者権利条約批准後の勧告などを受けて連邦としての意思決定原則を作成し
ており、これを受けてヴィクトリア州は成年後見制度の改正を行った。このような中にあって筆者らが研究期間
中に整理した議論は、後見制度と意思決定支援ならびにNDISがどのように影響し合いながら進められたかについ
て示唆を与えることが出来た。
また福祉的な側面に目を向けるなら、サービス提供現場での意思決定支援に関する具体的なプログラムや研修は
あまり多くなく、これを日本の文化に向けて検討し、実践に向けて開発を進める筆者らの成果は、日本における
意思決定支援のあり方に実際的な知見と提案を与えうるものである。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
 

国連で採択された障害者の権利に関する条約（障害者権利条約）の第 12 条は、批准国に対し
て、代行決定を認める法律の廃止と、それに代わる支援付き意思決定の仕組みの開発を求めてい
る。いっぽう国内では成年後見制度利用促進法が制定されるなか、今後の意思決定支援の在り方
が求められていたところであった。 

オーストラリアは ALRC(Australian Law Reform Commission)による報告書（2014）を受けて
意思決定支援に関する原則の見直しが進められるとともに、障害福祉サービスの改革（NDIS）に
より本人意思を尊重した制度の実施が取り組まれており、意思決定支援についても具体的な実
践の成果が現れていた。これらの動向ならびに実践の成果を知ることは、日本にとっても大きな
意義を持つと考えられた。 
 
２．研究の目的 
 
 上記の背景から、オーストラリアにおける成年後見制度や障害福祉サービスの改革を踏まえ
た意思決定支援の在り方について、制度的、実践的な側面から明らかにすることを目的とした。
研究助成期間においては、代行決定の代替について、具体的な支援付き意思決定（supported 
decision making）について検討するとともに、日本における適用についても取り組んだ。 
 
３．研究の方法 
 
 日本より早く障害者権利条約に批准し、国内の代行決定の法改正に着手すると共に、障害サー
ビスの改革として全国障害保険計画(National Disability Insurance Scheme：以下 NDIS)に取
り組んでいたオーストラリアに着目し、①オーストラリア国内の代行決定の法律の改正の方向
性、②障害サービスに取り入れられたノミニー（nominee）について、③リスクイネイブルメン
ト（risk enablement）、④エンパワメントについて文献研究、現地調査、ヒアリング等を行った。 
 また研究の後半では、リスクイネイブルメントについて得られた知見を踏まえ、⑤日本での研
修プログラム開発と実践を行ってその成果を検証した。 
 
 
４．研究成果 

 
以下、制度的な成果と研修プログラム開発検討を中心に述べる。 

 
１）オーストラリアの成年後見法と障害福祉サービス（NDIS）、ならびに関連事項 

 
上述①のオーストラリア国内の代行決定の法律改正の方向性については、先行しているニュ

ーサウスウェールズ州とヴィクトリア州の動向の検討を行った。両州ともに、障害者権利条約の
理念を取り入れ、ニューサウスウェールズ州は名称を意思決定支援法とすることが検討されて
いた。またヴィクトリア州では 2019 年に財産管理法を含む成年後見法が改正され（2020 年施
行）、連邦の意思決定原則を反映した制度の変更があった。ひとつには、CRPD とその一般的意見
１号でも強調されていた「意思と選好の最前の解釈」を踏まえた本人の選好を審判過程に含める
ものである。結果、審判所（tribunal）においても一定の研修が行われるとともに、本人の選好
を聴取する様式が作成され活用され始めていた。もうひとつは supportive guardian や
supportive administrator の新設であり、本人意思を尊重した対応が期待されていた。ただし
ヒアリングで実際の適用成果を確認するも、制度開始から日が浅いということで十分な資料が
無いとされた。この点は今後改めて調査していく必要がある。 

 
NDIS では、より個人のニーズに対応するために個人予算の仕組みが導入されるとともに、代

行決定人の代替としてノミニーを定めていた。後見制度の改正のみならず、障害サービスでも代
行決定に代わる仕組みを導入する点は学ぶべき点であろう。そのため②に関連してノミニーに
インタビューを行い実際の様子を伺った。障害サービスだけではなく、金融機関、行政機関それ
ぞれでノミニーの登録が必要で、日本の成年後見制度のように、家庭裁判所に登録をすることで
本人の生活すべてに後見の権限を持つわけではない。その背景には、個人情報の保護があるとい
う。ノミニーも登録をすることで本人の個人情報にアクセスする権限を持つが、その権限を分散
させることが重要だという示唆を得た。 

 
③について、ニューサウスウェールズ州で行われているリスクイネイブルメントの研修資料

の検討を行った。歴史的には 90 年代より英国の認知症ケアの分野から発想が始まり認識が広ま



った考え方であり、オーストラリアでも制度改革の進展に伴って導入されつつあることが確認
された。NDIS による個人予算の導入や本人の自己選択を尊重することは、リスクと向き合うこ
とでもある。これまでリスクを避ける傾向の強かった障害サービスの領域において、リスクはあ
るものとして捉え、リスクをマイナスのみに捉えず、プラスに捉えて積極的に向き合おうとする
意識の変革が求められていた。またヴィクトリア州の La Trobe 大学ではリスクイネイブルメン
トに関する職員向け研修プログラムが開発されており、英国等のプログラムと比べても実践的
であると考えられた。そのため開発者とも協議・調整のうえ、日本での適用と実施を目指した。
その成果は後節で述べる。 

 
④は、本人の気持ちや考えを引き出すためのツールに着目した。知的障害の関係者団体が開発

した自分を知るための質問カード“Me360”の検討を行い、本人の意思を引き出す上で、(a)自分
にとって重要なこと、(b)自分の強み、(c)目標、(d)生活と学校、(e)支援、(f)発言、(g)選択か
ら構成されており、それぞれの質問が書かれている。カードのようなコミュニケーションのため
のツールを用いることも、知的障害者にとっては有効であると考えられ、国内版の作成や活用が
今後の課題である。 
 
 
２）リスクイネイブルメントに関する国内での研修 
 
 研修プログラムは Bigby, Douglas and Vassallo (2018)を基本としつつ、演習用の事例シナ
リオは日本側で作成したものを用いた。構成としては、JIS Q 31000：2010 (ISO 31000：2009)
に基づくリスクの確認を行ったのちに、リスクに関する考え方とその対応について講義と演習
を通じて学ぶものである。risk enablement は「リスクの捉え直し」と日本語化し、また
enablement という言葉が馴染みにくいことと、ポジティブさを強調することから、研修では同
用語と併用されることの多い Positive Risk Taking の言葉を用いた。 

研修は全体としては５つのモジュールで構成されるが、時間的制限のために、１～４モジュー
ルを中心に、３時間×２回程度のプログラムに圧縮して実施した。すなわちモジュール１「リス
クとは、リスクの導入」、モジュール２「リスクの捉え直し」、モジュール３「リスクを捉え直す
ための主要な４要素」、モジュール４「リスク捉え直しの実践」として組み立てた。ここでポイ
ントとなるのが、主要４要素と現場実践のための４条件であったため、事例演習もこれらの各要
素を紹介する流れとした。 

 
【主要４要素 The Four Essentials of Risk Enablement】 

先ずポジティブに応答する（Putting Positive First） 
事前的に（創造的に）対応する（Being Proactive） 
本人の選好に誠実である（Staying True to Preferences） 
弊害を最小化する（Minimising Harm） 

 
【現場実践のための４条件】 
 協働する（Working Together） 

背景条件を考慮する（Taking Account of Context） 
計画を立てる（Planning） 
説明責任（Accountability） 

 
なお演習効果を上げる日本側の修正として、何点かの手続き上の工夫を加えている。主なもの

としては、事例シナリオを日本文化・事情に合わせて作成したこと、事前にシート記入を行い自
己の経験を振り返ってもらったこと、４要素の学習を繰り返し確認するために２×２の表を開
発して事例ごとに記入と話し合いを行ったこと、現場での適用例を各自で作成し検討したこと、
などである。 
 研修は２組織を対象として 2022 年 10 月〜2 月に実施した。いずれの研修においても、研修実
施前と実施後にリスクに関する認識と態度を問う調査を行った。研修受講生は合計 40 名であり、
事前調査は 36 名、事後調査については 23 名が回答した。 
 

以下に結果の一部を示す。【表】はリスクのイメージについて研修前後の自由記述を比較した
ものである。研修前にはネガティブな結果をもたらす事項として、事故や損失、あるいはその予
防などに言及する記述が多かった。研修後の調査では、中立的な把握あるいはポジティブ・ネガ
ティブ両側面の視点があることへの言及が増え、場合によってはチャレンジや可能性としてと
らえることのできる記述も増えていた。また何かを行うことによるリスクだけでなく、やらない
（手控える）ことによるリスクについても記述があることは、研修による新しい視点の獲得であ
ると考えられた。 
 
 
 



 
 
 
 【図１・２】は、関連語句について認知度を調べたものである。リスクマネジメントなどで用
いられる語とともに、リスクイネイブルメントにおいて言及される語句（ポジティブリスク、リ 
スクの尊厳、説明責任）についても調査対象とした。 
 研修前には「ヒヤリハット」「リスクマネジメント」についてはすべての回答者が「知ってい
る」と答えているいっぽうで、「ポジティブリスク」「リスクの尊厳」については「知らない」「聞
いたことはある」と答える割合が大きく、両者を合わせると 8 割程度であった。研修後になる
と、「ポジティブリスク」「リスクの尊厳」についての認知度は高まり、ほぼ全員が「知っている」
と答えている。これらは研修における中心概念であったことから、習得すべき事項としては期待
にかなう変化であったといえる。 
 
 
 

 

 
 
 



 調査では、主要４要素や現場実践のための４条件についても、その必要度の認識を質問した。
各項目（４要素、４条件）を表現する文章について、「必要性が低い」を１、「必要性が高い」を
６として６件法のリッカート尺度により尋ねた。すなわち数字が大きいほど必要性が高いと認
識していることを示す。なお質問文としては、一部の表現に変更があった。研修前に回答できな
いことを避けるためと、直接的な表現に導かれた回答ではなく、意味内容の認識を確認すること
がその理由であった。また「本人に「なぜそれをしたいのか」という理由を丁寧に聞くこと」「ヒ
ヤリハット報告（インシデントレポート）を書くこと）」などの項目も加えたうえで、全 11 項目
としたうえで、各項目の提示順をランダムに提示した。 

 基本的には、いずれの項目もその必要度の認識は上昇していたが、その上昇幅には差が見ら

れた。研修後に必要度認識が大きく上昇したのは、「先ずポジティブに応答する」であり、最も

必要性の高い６の回答者が研修前 31％から研修後 70％へと変化した。その理由として「前向き

に反応はするべきだと以前からわかってはいたが、研修を受けより一層努めていきたいと思う

ようになった」との回答も書かれていた。次に大きかったのは「弊害を最小化する」（同じく

22％から 43％）であり、は「するにせよ、しないにせよリスクは存在してそれぞれ弊害もある

ので、考えうる弊害を減らすことは必要である。」と本人の選好に誠実に活動を行った場合、あ

るいは行わなかった場合のポジティブリスク、ネガティブリスクを考慮し、弊害を減らせるよ

うにする必要性を認識している受講生もいた。 

 いっぽうで上昇幅の小さかったのは、「支援に必要な事前の環境整備を行うこと」（50％から

57％）であり、「考えうる必要な策を整備することは当然必要だと考えます。」といった肯定的

な意見が大半を占めたが、一方で「必要だがやり過ぎると本人の可能性を摘んでしまう」との

回答もあり、本人側への顧慮と関連付けているコメントも見られた。 

 これらについてはさらに調査を続けるとともに、分析を進めていきたい。 
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